
埼玉県人権施策
推進指針

埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら

共に生きる社会を実現する」ことを理念として、

人権施策を進めます。

第2次改定 概要版
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一人ひとりが個人として尊重される社会

機会の平等が保障され、一人ひとりの個性や能力が発揮できる社会

一人ひとりの多様性を認め合い、共に生きる社会

埼玉県彩の国
Uni-Voice



人権施策の推進方向

人権施策の推進体制

人権施策を推進するためには、長期的視点に立ち持続的に取り組んでいく必要があることから、

2022（令和４）年度から概ね 10 年間を見通して施策を進めます。

県の行政はあらゆる分野について、以下のⅠからⅢの３つの視点から人権尊重を基調とした事業

を総合的に展開します。

▶ 県の推進体制

人権施策の推進に当たっては、全庁的な推進体制である「埼

玉県人権政策推進会議」において、各部局相互の連携のもと、

人権施策の総合的かつ効果的な推進を図ります。

▶ 国、市町村、民間団体等との連携

民間団体と行政機関等で設置している「人権尊重社会をめざす県民運動推

進協議会」や「埼玉県人権啓発活動ネットワーク協議会」を中心に、民間団

体等と連携・協力し人権啓発活動を推進します。

さらに、市町村の取組と協働し県下全体で人権尊重社会づくりを進めます。

1  人権教育
⑴ 学校等における人権教育

⑵ 家庭、地域社会における人権教育

2  人権啓発
⑴ 県民全般に対する人権啓発

⑵ 県職員等に対する人権啓発

あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進Ⅰ

相談・支援の推進Ⅱ

県民、ＮＰＯ、企業等と協働した地域づくりⅢ

目標年次

Uni-Voice



人権施策の推進に当たっては、女性、子供、高齢者、

障害のある人など各人権課題を重点的に取り組むべき

分野別施策と位置づけ、各個別計画等も踏まえて、積

極的かつ効果的に施策の展開を図ります。

女性 子供

高齢者 障害のある人

同和問題（部落差別） 外国人

ＨＩＶ感染者等 犯罪被害者やその家族

アイヌの人々
インターネットによる

人権侵害

北朝鮮当局による拉致問題

災害時における
人権への配慮

性的指向・性自認

様々な人権問題

● 刑を終えて出所した人

● ホームレスの人権　

● ハラスメント

● ケアラー・ヤングケアラー

● 依存症に関する人権問題

● ひきこもりに関する

　 人権問題

など

分野別施策の推進

Uni-Voice
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埼玉県県民生活部　人権・男女共同参画課
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埼玉県マスコット
「コバトン＆さいたまっち」

人権尊重社会をめざす強調月間

毎年  8月1日～8月31日

人権尊重社会をめざす強調週間

毎年  12月4日～12月10日

人権尊重社会をめざす県民運動

人権施策推進指針の基本理念の実現に向

けて、企業や民間団体・市町村を含めた県

民総ぐるみの「人権尊重社会をめざす県民

運動」を展開しています。

この運動では、次のとおり期間を定め、

集中的に啓発活動を実施しています。人権

問題への理解と認識への第一歩として、ぜ

ひこの運動に参加してください。

詳細は

人権・男女共同参画課

ホームページで

御確認ください。

人権・同和問題啓発講師の派遣

市町村や県内企業が開催する人権・同和問題

に係る研修会に啓発講師を派遣しています。

人権啓発・教育 DVD 等の貸出し

研修等で活用する人権啓発・教育ＤＶＤ等の

貸出し（無料）を行っています。

埼玉県の人権啓発について

環境に配慮した

植物油インキを

使用しています

Uni-Voice


